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Ｐ１１０１３ 

 

平成３０年度実施方針 

国 際 部 

省エネルギー部 

環 境 部 

 

 

１．件名 民間主導による低炭素技術普及促進事業 

 

２．根拠法 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第四号及び第九号 

 

３．背景及び目的・目標 

我が国は、２０１５年１２月に採択されたパリ協定を踏まえ、地球温暖化対策計画（２０１６

年５月閣議決定）において、中期目標として、国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）事務局に

提出した「日本の約束草案」に基づき、２０３０年度において、２０１３年度比２６．０％減（２

００５年度比２５．４％減）、長期的目標として、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある

国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地

球温暖化対策と経済成長を両立させながら、２０５０年までに８０％の温室効果ガスの排出削減

を目指すことを掲げている。 

我が国は従来から徹底した省エネルギー対策を実施するとともに、新エネルギー等の技術開発

を積極的に実施することで温室効果ガスの排出削減に貢献してきており、また、京都議定書の下

でも、第一約束期間の目標である１９９０年比で６％の排出削減目標を達成した。他方、全世界

の排出量に占める我が国のシェアは低下傾向にあるため、パリ協定の目標を達成するためには、

国内の排出削減を進めるだけでなく、経済発展に伴い温室効果ガス排出量が急増している途上国

の温室効果ガス排出削減・吸収に貢献していくことがますます重要となっている。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」という。）では、

先駆性があり高付加価値化・最適化を図ることのできるＩＣＴ等の先端技術等を利用して、費用

対効果が高く、排出削減と定量化を同時に達成出来る事業を実施し、並行して相手国における当

該技術・システムの普及促進に資する政策との連携や制度整備支援を国と連携して取り組むこと

で、我が国の低炭素技術・システムの普及拡大を図ることとする。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

４．１ 平成２９年度までの（委託）事業内容 

平成２３年度は、協力案件の発掘・組成に向けた調査を４０件、平成２４年度は、同調査を２

３件、平成２５年度は同調査を５件実施したほか、新たに７件の実証事業等を開始した。平成２

６年度は１７件のＪＣＭプロジェクト実現可能性調査、１件のＭＲＶ適用調査を実施した。平成

２７年度は５件の実証事業、１０件の実現可能性調査を実施した。２８年度は１件の実証事業、

２件の実現可能性調査、１件のＭＲＶ適用調査を実施したほか、２９年度は７件の戦略的案件組



2 

成調査を採択し実施した。 

 

４．２ 実績推移 

（百万円） 

 H２３年度 

（実績） 

H２４年度 

（実績） 

H２５年度 

（実績） 

H２６年度 

（実績） 

H２７年度 

（実績） 

H２８年度 

（実績） 

H２９年度 

（実績） 

合 計 

 

執行額 ２,２００ １,３６２ ３８３ 1,4２０ ８８７ ２,５４０ ２，０１０ １０,８０２ 

 

 

５．事業内容 

５．１ 平成３０年度（委託）事業概要 

（１）戦略的案件組成調査 

当該低炭素技術・システムを海外展開する上で、相手国におけるその初期段階・普及段階そ

れぞれで克服すべき課題の抽出及び課題解決策の提案、相手国において当該技術・システムの

普及を促進させるために必要な制度や規制、規格等の現状と課題、制度整備を実施することに

よって、調査対象案件が得られる具体的効果、温室効果ガス削減のポテンシャルがあること及

びその定量化の手法等を検討する。 

［実施期間］原則１年以内とする。 

［調査テーマの規模］２０百万円～５０百万円／件 程度を目安とする。 

［実施予定件数］実施予定件数は定めずに、本事業の予算内で採択する。 

 

（２）低炭素技術による市場創出促進事業（実証事業） 

①実証前調査 

実証前調査では、実証事業を実施する上で必要となる計画策定、設備、規模、方法、サイ

ト機関及び普及の蓋然性、持続的なビジネス展開、省エネルギー効果、温室効果ガスの排出

抑制効果及びその定量化手法の特定（ＪＣＭを活用する場合を含む。）等について調査し、実

証事業の実現可能性や実証終了後の技術・システムの普及性等を評価する。 

［実施期間］原則１年以内とする。 

［調査テーマの規模］２０百万円～６０百万円／件 程度を目安とする。 

［実施予定件数］実施予定件数は定めずに、本事業の予算内で採択する。 

 

②実証 

ＮＥＤＯは、事業の実施に当たって、その実施内容及び方法、業務分担等を規定する基本

協定書（ＭＯＵ等）をカウンターパートとの間で締結する。実施者と相手国のサイト機関は、

実証事業の実施の詳細を規定する協定付属書（ＩＤ等）を締結し、以下に掲げる事項につい

て、共同で事業を実施する。 

各実証事業の実施期間は原則３年（３６ヶ月）以内とするが、データの取得と最適化制御

及び定量化（ＪＣＭを活用する場合を含む）に必要な期間（通常２年）を確保するものとし、
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必要に応じ全体期間を調整する。 

(ⅰ)詳細調査・設計 

事業計画やサイト・設備等の詳細調査を行うとともに、設備の基本設計・詳細設計を

行う。 

(ⅱ)製作・輸送 

設備等の製作・輸送を行う。 

(ⅲ)据付・試運転 

日本側の技術指導の下、技術・システムの設置据付・試運転を行う。 

(ⅳ)実証運転・普及啓発 

導入した技術・システムの実証運転を行い、設備の有効性を確認するとともに、相手

国において普及啓発活動を行う。 

(ⅴ)定量化に係る手続等 

排出削減量の定量化に必要な手法の開発とその妥当性確認、計測・報告・検証（ＭＲ

Ｖ）を行う。ＪＣＭや国連メカニズムの活用、ＩＳＯに準拠した手順を行う。 

［実施期間］原則３年（３６か月）以内とする。 

［事業テーマの規模］１００百万円～１,０００百万円／件 程度を目安とする。 

［実施予定件数］実施予定件数は定めずに、事業化評価等を経て実施を決定する。 

 

（３）定量化促進事業 

①定量化支援事業 

ＪＣＭパートナー国においては、事業者が既に導入した温室効果ガス排出削減効果が見込

まれる機械設備等に、ＭＲＶ方法論を適用し、当該設備の温室効果ガス排出削減量の第三者

検証を得るとともに、ＭＲＶの効果確認や適用可能性（方法論や相手国カウンターパート企

業等のＭＲＶ適応能力の向上等を含む。）の検討、適正運転等の改善に係る提言を行う。 

また、ＪＣＭパートナー国か否かは問わず、我が国の排出削減貢献を国際的に発信する必

要のある事業について、専門家等を活用して、定量化を行う。 

［実施期間］原則２年（２４か月）以内とする。 

［事業テーマの規模］３０百万円～１００百万円／件 程度を目安とする。 

［実施予定件数］実施予定件数は定めずに、本事業の予算内で採択する。 

 

②定量化フォローアップ事業 

実証事業終了後も着実な排出削減が実施される事業に対して、ＭＲＶと技術の普及に係る

活動を継続して、我が国の国際貢献量として情報発信する。実証事業と同一企業が実施する

場合は、費用のうち主たる経費のみを対象とし、その他の事業実施にかかる経費は委託先の

負担とする。 

［実施期間］原則２年（２４か月）以内とする。 

［事業テーマの規模］３０百万円～１００百万円／件 程度を目安とする。 

［実施予定件数］実施予定件数は定めずに、本事業の予算内で採択する。 
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なお、上述の事業を円滑に実施するため、ＪＣＭパートナー国政府機関や、ＵＮＦＣＣＣ（特に

気候技術センター・ネットワーク（ＣＴＣＮ））又は他の気候変動関連の国際機関・外国機関との

連携に関して、政府と共同してＮＥＤＯが実施する情報収集、共有、ニーズマッチング及びその具

体的な展開（案件提案国における調査事業等の実施等）については、必要に応じて委託により実施

する。 

平成３０年度に実施する事業のうち、平成２９年度までに「地球温暖化対策技術普及等推進事業」

及び「二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る地球温暖化対策技術の普及等推進事業」の名の下で

実施している実証事業及びＭＲＶ適用調査事業については別紙１で定め、平成３０年度から新規に

実施する実証及び定量化支援事業のテーマごとの内容については決定し次第別紙１に追加して定め

る。 

 

５．２ 平成３０年度事業規模 

 ○エネルギー対策特別会計（需給勘定）   １，３００百万円（継続） 

   （注）事業規模については変動があり得る。 

 

６．事業の実施方式 

６．１ 実施体制 

   低炭素技術による市場創出促進事業（実証事業） 

      協力合意（ＭＯＵ） 

  ＮＥＤＯ            相手国政府機関  

 

委託     実施協定書（Ｉ/Ｄ）     指示・協力 

 委託事業者         サイト企業  

 

６．２ 公募 

（１）掲載する媒体 

ＮＥＤＯホームページにて行う。 

 

（２）公募開始前の事前周知 

公募開始の 1ヶ月前にＮＥＤＯホームページにて行う。 

 

（３）公募時期・回数 

事業の進捗を踏まえ、適宜実施する。 

 

（４）公募期間 

原則３０日間以上とする。 

 

（５）公募説明会 

東京等にて開催する。 
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なお、課題設定型で公募を実施する場合には、当該課題設定の参考とするために、公募開始前

に本事業で取り組むべき課題についての情報提供依頼（ＲＦＩ：Ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を行う

ものとする。 

 

６．３ 採択方法 

（１）審査方法 

提案者に対しヒアリング等を実施したうえで、ＮＥＤＯが設置する採択審査委員会（学識経

験者、産業界出身者等の外部有識者で構成。）等の審査を経て、ＮＥＤＯが決定する。また、必

要に応じて、検討技術内容に特化した技術検討委員会を開催する。 

なお、審査プロセスは非公開とする。 

 

（２）公募締切から採択決定までの審査等の期間 

６０日以内とする。 

 

（３）採択結果の通知・公表 

採択結果については、ＮＥＤＯから申請者に通知する。なお、不採択者の場合は、その明確

な理由を添えて通知する。 

 

（４）採択結果の公表 

採択案件については、申請者の名称、テーマの名称等を公表する。 

 

７．その他重要事項 

７．１ 評価 

ＮＥＤＯは、我が国の政策的観点並びに事業の意義、成果及び普及効果の観点から、事業評価

を実施する。なお、個別テーマの事後評価については、排出削減量の定量化事業（実証事業）の

最終年度の翌年度までに実施する。 

 

７．２ 運営・管理 

低炭素技術による市場創出促進事業（実証事業）が決定した場合には、適宜実施方針を改定す

る。 

 

７．３ 複数年度委託契約の実施 

各案件の進捗に応じ、必要なものは複数年度委託契約を行う。 

 

７．４ 排出削減量の定量化事業（実証事業）に係る基本契約書の締結 

原則、実証前調査、実証事業の一連の事業を包含する基本契約書を締結する。 

 

８．年間スケジュール 

８．１ 本年度のスケジュール 

     平成３０年３月上旬  公募開始 
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          ３月中旬  公募説明会 

          ４月上旬  公募締切 

          ５月下旬  契約・助成審査委員会 

          ５月下旬～６月上旬  採択決定 

 

８．２ 来年度の公募について 

事業の効率化を図るため、平成３０年度中に平成３１年度公募を開始する（ただし、事業の内

容は、別途平成３１年度実施方針で定める。）。 

 

９．実施方針の改定履歴 

平成３０年１月 制定 

平成３０年２月 別紙１-５に「ラオス省エネデータセンタープロジェクト（ＬＥＥＤ）」を追

加 

平成３０年８月 実証の事業テーマの規模を変更 

平成３１年１月 担当部署を追加 

以 上 
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（別紙１－１） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

省エネ送変電システムによる電力低損失化実証事業（モンゴル） 
 
２．背景及び目的・目標 

 モンゴル国の送配電網は、旧ソ連時代に導入され老朽化が進んでおり、今後、電力インフラ設

備の新設・リプレースが進む。そのため、日本国の高効率送電技術を普及させることにより、Ｊ

ＣＭを活用した温室効果ガス削減を実現するとともに電力の安定化を図る。 
 
［実証事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：５００ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２５年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

寒暖差の大きい気象条件に合わせて新規開発した高強度アルミ覆鋼線を採用した高効率・低

電力損失省エネ送電システムのモンゴル国への適応性検討、及び同国オユトルゴイ－ツァガン・

ソブラック間にて、省エネ送電システムの送電ロスを測定し、ＣＯ２削減効果について省エネ

送電システムの有効性を実証し、ＪＣＭを活用した温室効果ガス削減量の定量化を目指す。ま

た、省エネ送電システムを導入するにあたりモンゴル国の電力システムの系統安定性を確認し、

最適システムを検討することより、設備配置、潮流制御によって送電ロスを最小限にする方法

を提案する。 
 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施する。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施する。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施する。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施する。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施する。 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑦ 方法論登録 
  方法論登録に係る業務を実施する。 
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⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 

モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 木佐貫 純也（国際部地球環境対策推進室） 

 
 
 
                      基本協定書 
 
 
 
 
                      付属協定書 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施した。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施した。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施した。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施した。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施した。 

⑦ 方法論準備、提出、登録 
  方法論登録に係る業務を実施した。 
⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 

ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

株式会社日立製作所 

対象国（モンゴル） 
 
 
 

      指示・協力 

モンゴルエネルギー省 

ＮＰＴＧ、ＭＡＫ 
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４．平成３０年度事業内容 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定）   ５０百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 
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（別紙１－２） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

石油精製プラントの運転制御最適化技術による省エネ・ＣＯ２排出量削減（インドネシア） 
 
２．背景及び目的・目標 

日本の石油精製プラントで培ってきた運転制御最適化技術による省エネルギー(以下 省エネ)
および、その水平展開先の先進国を含む実績を基に、この技術に精通した熟練者が少ない新興国

インドネシアの同様のプラントに於いて、その実態・環境に適合した技術の研究開発・カスタマ

イズ・実装を行い、対象国に於ける効果的且つ持続可能な省エネ・ＣＯ２排出量削減を実証する。 
 
［実証事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：３，４００ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２５年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

石油精製プラントにおける高度最適化制御の一種である多変数モデル予測制御を遠隔運転制

御装置であるＤＣＳ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｙｓｔｅｍ）にアドオンし、制御の最適化および製

造装置のエネルギー効率が最適な領域での自動運転制御を実現する。 
日本で確立・運用されているＡＰＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ ＣｏｎｔｒｏｌＳｙｓｔｅｍ）を対象国側企

業に導入するのと並行して運転員およびエンジニアの育成を行い、その有効性の確立と継続し

た効果維持を実証する。 
 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施する。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施する。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施する。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施する。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施する。 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑦ 方法論登録 
  方法論登録に係る業務を実施する。 
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⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 

モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 上野 佑輔（省エネルギー部） 

 
 
 
                      基本協定書 
 
 
 
 
                      付属協定書 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施した。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施した。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施した。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施した。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施した。 

⑦ 方法論準備、提出、登録 
  方法論登録に係る業務を実施した。 
⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 

ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

横河電機株式会社 

対象国（インドネシア） 
 
 
 

      指示・協力 

エネルギー鉱物資源省 
石油ガス総局 

ＰＴ Ｐｅｒｔａｍｉｎａ 
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４．平成３０年度事業内容 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定） ９０百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 
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（別紙１－３） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

動力プラント（ボイラー、タービン設備）への運用最適化技術の適用（インドネシア） 
 
２．背景及び目的・目標 

日本国内で実績のある省エネ技術「動力/熱源設備運用最適化技術」のインドネシア国内で普及・

展開を加速するとともに、温暖化ガス（ＣＯ２）に関するＭＲＶ手法を実証し、新たな枠組みで

あるＪＣＭに貢献することを目的とする。 
 
［実証事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：２０，０００ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２５年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

動力プラント運用最適化は、日本発の技術である「連携制御」の１つである。最適化技術を

利用して製造設備側へ蒸気や電力需要を安定供給した上で、動力プラント全体効率が最大化す

るよう、個々のボイラーやタービンの負荷を最適に制御する。 
本実証事業では、インドネシアの製油所の動力プラントに本技術を実際に導入し、日本より

も計測精度が劣るプラントに対しても省エネ効果をだし、かつＭＲＶ方法論にもとづきＣＯ２

削減量を計量する。 
 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施する。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施する。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施する。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施する。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施する。 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑦ 方法論登録 
  方法論登録に係る業務を実施する。 
⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
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ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 

モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 上野 佑輔（省エネルギー部） 

 
 
 
                      基本協定書 
 
 
 
 
                      付属協定書 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施した。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施した。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施した。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施した。 

⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施した。 

⑦ 方法論準備、提出、登録 
  方法論登録に係る業務を実施した。 
⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 

ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 
 

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

アズビル株式会社 

対象国（インドネシア） 
 
 
 

      指示・協力 

エネルギー鉱物資源省 
石油ガス総局 

ＰＴ Ｐｅｒｔａｍｉｎａ 
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４．平成３０年度事業内容 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、設備の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定） ３０百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 
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（別紙１－４） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

インドネシア共和国における携帯電話基地局へのトライブリッド技術導入による低炭素化プロ

ジェクトＪＣＭ実証事業（インドネシア） 
 
２．背景及び目的・目標 

インドネシアでは、携帯電話の普及に伴い携帯電話基地局（以下、基地局）が急増しており、

その総電力消費量は２０１５年時点で２３．５億ｋＷｈと推定される。加えて、１万３千もの大

小の島より構成されているという地理的な制約により、グリッド電力が利用できない基地局（オ

フグリッド）や、利用できるが停電の多い基地局（プアグリッド）が多い。そのため、基地局の

稼働はディーゼル発電に頼っており、基地局稼働に関するコストのうちディーゼル燃料費が占め

る割合は、オフグリッドで７０％、オングリッドでも５９％を占め、経済的な負担となっている。 
ＫＤＤＩが開発したトライブリッドシステムは、①グリッド電力またはディーゼル発電による

電力、②太陽光発電、ならびに③蓄電池に充電された電力、それら 3 系統の電力を基地局の電力

負荷と電力供給状態に応じて制御し、再生可能エネルギーの利用を最大化するとともに基地局の

ディーゼル燃料を削減する技術である。 
本実証事業では、インドネシアの様々な環境におかれた稼働中の基地局にトライブリッドシス

テムを導入して本システムの有効性を示し、実環境で収集されたデータを用いてトライブリッド

システムを最適化することを通じて、インドネシアのＣＯ２排出量削減に貢献することを目的と

する。 
 
［実証事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：３８０ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２７年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

本実証事業では、インドネシアにおける既存基地局の中から、グリッド接続環境や基地局消

費電力、太陽光パネルの発電容量（枚数）、蓄電池容量の違いによる、燃料削減効果や費用対効

果の違いを把握するため、様々な特徴を持つ基地局を選定してトライブリッドシステムを導入

する。稼働後は、ディーゼル燃料消費量等のデータを収集し、得られた結果をもとに基地局毎

にトライブリッドシステムの制御パラメータをチューニングする。さらに、ＪＣＭを活用する

ことにより、同システム導入による排出量の削減効果を定量的に確認・実証する。 
 

 
① 協定書関連業務 

基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＡ）締結等に係る業務を実施する。 
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② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施する。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施する。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施する。 

⑤ 据付・試運転 
設備機器の据付及び試運転を実施する。 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、技術の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑦ 方法論登録 
方法論登録に係る業務を実施する。 

⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 

モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 小林 正典（国際部地球環境対策推進室） 

 
 
 
                      基本協定書 
 
 
 
 
                      付属協定書 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＡ）締結等に係る業務を実施した。 
 

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

ＫＤＤＩ株式会社 

対象国（インドネシア） 
 
 
 

      評価 

工業省金属・機械・運輸機器・ 
電子情報産業総局（ＩＬＭＡＴＥ） 

Ｈｕａｗｅｉ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 
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② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施した。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施した。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施した。 

⑤ 据付・試運転 
設備機器の据付及び試運転を実施した。 

⑦ 方法論準備、提出、登録 
方法論登録に係る業務を実施した。 

⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 
 
４．平成３０年度事業内容 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、技術の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

インドネシア国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定）  ６３百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 
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（別紙１－５） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

ラオス省エネデータセンタープロジェクト（ＬＥＥＤ） 
 
２．背景及び目的・目標 

ラオス初の国営データセンター（以下、「ＤＣ」という。）整備に際して、日本の優れた低炭素

技術の一つである省エネ型ＤＣの構築を通じて、同国におけるＪＣＭを活用したＣＯ２排出削減

を図る。日本国内で高品質、高効率なコンテナ型の省エネＤＣを設計・実装して、ラオスの科学

技術省（ＭＯＳＴ）に導入し、同国の環境に適したサービス開発とＣＯ２排出量削減の実証を行

うと共に、同国の実情に合わせた政策提言、並びにラオス国外を含む普及計画の策定等を通じ、

二国間クレジット制度に基づく JCM プロジェクト化と技術の普及を目指す実証事業を行う。 
 
［実証事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：１，０７４ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２７年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

本事業は、ラオス科学技術省とＭＯＵを締結し、高温多湿・大量の埃、不安定な電力供給と

いった、 従来、設置には適さないと思われていた環境に、小規模から設置可能なコンテナを利

用したデータセンターモジュールを設計・製作し、省エネルギー型のデータセンターの建設と

安定運転の実証を行う。 
 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施する。 

② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施する。 

③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施する。 

④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施する。 

⑤ 据付・試運転 
設備機器の据付及び試運転を実施する。 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、技術の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑦ 方法論登録 
方法論登録に係る業務を実施する。 
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⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 

モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

ラオス国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 小林 正典（国際部地球環境対策推進室） 

 
 
 
                      基本協定書 
 
 
 
 
 
                      付属協定書 
 
 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 協定書関連業務 
基本協定書（ＭＯＵ）、付属協定書（ＩＤ）締結等に係る業務を実施した。 
② 現地調査 
実施サイトの事前詳細調査に係る業務を実施した。 
③ 設計 
設備の基本設計及び詳細設計を実施した。 
④ 機器装置製作・輸送 
設備機器の製作及び輸送を実施した。 
⑤ 据付・試運転 
日本側の指導の下、設備機器の据付及び試運転を実施した。 
⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を開始し、技術の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性の確認を開始した。 

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

豊田通商株式会社 
 

株式会社インターネット
イニシアティブ 

 
三菱ＵＦＪモルガン 

スタンレー証券株式会社 

対象国（ラオス） 
 
 
 

      同一組織 

科学技術省 

科学技術省デジタル技術局 
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⑦ 方法論準備、提出、登録 
  方法論登録に係る業務を実施した。 
⑧ ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、バ

リデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 
 
４．平成３０年度事業内容 

⑥ 実証運転・モニタリング・解析 
設備の実証運転を行い、技術の実用性及びＣＯ２排出削減効果の有効性を実証する。 

⑨ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
⑩ 普及活動 

ラオス国内への普及を図るため、セミナー開催等の普及活動を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定）  １９９百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 

  



22 

（別紙１－６） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

ケニア共和国におけるマイクロ水力発電によるコミュニティー電化プロジェクト 
（ＭＲＶ適用調査） 

 
２．背景及び目的・目標 

ケニア共和国（以下、ケニア）のキリニャガ郡西ムウェア キウリア村（Ｋｉｕｒｉａ ｖｉｌｌａｇｅ，     

Ｍｗｅａ ｗｅｓｔ ｓｕｂ Ｃｏｕｎｔｙ， Ｋｉｒｎｙａｇａ Ｃｏｕｎｔｙ， Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｋｅｎｙａ）に設置された、マイ

クロ水力発電システム２基（想定出力１０ｋＷ×２基＝２０ｋＷ）を対象にＭＲＶ方法論を適用

し、システムの導入に伴う温室効果ガス排出削減量について、ＪＣＭを活用した第三者機関の検

証を得るとともに、ＭＲＶの効果確認や適用可能性の検討等を行うために実施する。 
 
［MRV 適用調査事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：  ８０ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２８年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

本プロジェクトは、ケニアにおいて設置された、想定出力１０ｋＷ（発電機の定格出力：   

１５ｋＷ）の超低落差型マイクロ水力発電システム２基（合計出力想定２０ｋＷ、合計定格出

力３０ｋＷ）による、コミュニティー電化事業を対象とする。 
機器の設置は、経済産業省・ＵＮＩＤＯ（国際連合工業開発機関）による、「低炭素・低排出

クリーンエネルギー技術移転プログラム（Ｌｏｗ Ｃａｒｂｏｎ Ｌｏｗ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ   

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ、以下ＬＣＥＴプログラム）」の一環として実施された。 
同プログラムによって設置された２基のマイクロ水力発電システムに対して、既に両国のＪ

ＣＭ合同委員会において承認されたＭＲＶ方法論を適用し、ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計

書）を作成して合同委員会における承認を得た上で、当該設備の温室効果ガス排出削減量につ

いて、ＪＣＭを活用した第三者機関の検証を得た上で、ＭＲＶの効果確認や適用可能性（方法

論や相手国協力企業等のＭＲＶ適応能力の向上等を含む）の検討及びフィードバックを実施す

るものである。 
 

① ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施する。 
② モニタリング 

ＪＣＭ手続きのために必要となるデータを収集する。 
③ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
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モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
④ 普及可能性調査 

ケニア国内への普及を図るため、灌漑用水路の調査等を実施する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 石田 久洋（国際部地球環境対策推進室） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① ＪＣＭプロジェクト登録 
ＪＣＭプロジェクト登録に係る業務（ＰＤＤ（ＪＣＭプロジェクト設計書）準備、提出、

バリデーション（第三者機関によるＰＤＤの妥当性確認））を実施した。 
 
４．平成３０年度事業内容 

② モニタリング 
ＪＣＭ手続きのために必要となるデータを収集する。 

③ ベリフィケーション（第三者機関によるプロジェクト排出削減量の検証） 
モニタリング報告書の準備、提出、ベリフィケーション（第三者機関による報告書の検

証）を実施する。 
④ 普及可能性調査 

ケニア国内への普及を図るため、灌漑用水路の調査等を実施する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定）  ４百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。  

日 本 
 
 
 

   委託 

ＮＥＤＯ 

株式会社ＮＴＴデータ 
経営研究所 

対象国（ケニア） 
【サイト関連】 
・マイクロ水力発電システム「管理委員会」 
・ＮＩＢ（国家灌漑委員会） 
・キウリアコミュニティー灌漑水利組合 
【ＪＣＭ関連】 
・環境天然資源省（ＪＣ共同議長） 
【普及関連】 
・水・灌漑省（灌漑計画担当） 
・エネルギー・石油省 
・国際機関（ＧＣＦ、アフリカ開発銀行など） 



24 

（別紙１－７） 
Ｐ１１０１３ 

１．件 名： 

ベトナム社会主義共和国におけるエコ・コンビニプロジェクトへのＭＲＶ適用調査事業 
（ＭＲＶ適用調査） 

 
２．背景及び目的・目標 

ベトナム・ホーチーミン市において省エネ推進のため、照明と空調を一般的な非効率な機器か

ら高効率な我が国の機器に変更済みのコンビニ店舗を対象に、ＭＲＶ方法論を適用し、高効率機

器の導入に伴う温室効果ガス排出削減量について、第三者機関の検証を得るとともに、ＭＲＶの

効果確認や適用可能性の検討等を行うために実施する。 
 
［ＭＲＶ適用調査事業の目標］ 

温室効果ガス削減量：  ６０ｔ-ＣＯ２／年 
 
３．実施内容及び進捗（達成）状況 

３．１ 事業期間 
平成２６年度～３０年度 

 
３．２ 実施内容 

ベトナムでは、若くて豊富な人口に支えられた旺盛な消費を背景に、小売り店舗が都市部で

急激に増加している。各コンビニ店舗に導入されている各種家電・什器等も、当初は経済性第

一で調達され、使用されている冷蔵ショーケース、空調、照明のいずれについても、特に省エ

ネ性能は考慮されてこなかった。一方で、省エネルギー法の施行、電力料金の削減、ＣＯ２排

出量の削減等の観点から、投資対効果の高い設備等については、省エネ型への転換を図る動き

も顕在化しつつある。ベトナムのファミリーマートでも従来型の空調や照明に代わり、インバ

ータ付きの日系メーカ製造の空調や高効率照明の導入が始まりつつあり、幾つかの店舗では、

既に導入が終了している。 
そこで、既に高効率空調や高効率照明を導入済みの店舗１０店舗程度を対象に、ＭＲＶ方法

論を適用し、高効率機器の導入に伴う温室効果ガス排出削減量について、第三者機関の検証を

得るとともに、ＭＲＶの効果確認や適用可能性の検討等を行う。 
 

① 方法論作成 
  排出削減効果を定量化するための方法論を作成する。 
② プロジェクト設計書作成 

本事業で実施する業務を明確化し、プロジェクト設計書としてとりまとめる。作成した

プロジェクト設計書は、第三者機関により妥当性を確認する。 
③ モニタリング 

削減量定量化のために必要となるデータを、プロジェクト設計書に従って収集する。 
④ モニタリング報告書作成 
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測定結果をもとに削減量を算出してモニタリング報告書として取りまとめ、第三者機関

による検証を受ける。 
⑤ 普及可能性調査 

ベトナム国内への普及を図るため、高効率機器導入の波及効果調査等の普及活動を実施

する。 
 

［実施体制］ 
プロジェクトマネージャー（ＰＭ） 小林 正典（国際部地球環境対策推進室） 

 
 
 
 
 

 
 
３．３ 進捗（達成）状況 

① 方法論作成 
  排出削減効果を定量化するために、既存手法を参考として方法論を作成した。 

 
４．平成３０年度事業内容 

② プロジェクト設計書作成 
本事業で実施する業務を明確化し、プロジェクト設計書としてとりまとめる。作成した

プロジェクト設計書は、第三者機関により妥当性を確認する。 
③ モニタリング 

削減量定量化のために必要となるデータを、プロジェクト設計書に従って収集する。 
④ モニタリング報告書作成 

測定結果をもとに削減量を算出してモニタリング報告書として取りまとめ、第三者機関

による検証を受ける。 
⑤ 普及可能性調査 

ベトナム国内への普及を図るため、高効率機器導入の波及効果調査等の普及活動を実施

する。 
 
５．平成３０年度事業規模 

エネルギー対策特別会計（需給勘定）  ９百万円 
 
６．その他重要事項 

「３．２ 実施内容」に係る業務は、委託（複数年度契約）により実施する。 
（注１）事業期間は、進捗状況等により変動があり得る。 
（注２）事業規模については、変動があり得る。 

ＮＥＤＯ 

協力者 

ベトナムファミリー

マートＣＶＳ加盟店 

【代表委託先】 

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 
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